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要 請 書（案） 

 

 国土交通行政の円滑な推進のために日夜ご尽力されている貴職に敬意を表するとと

もに、日頃から私どもの要請に真摯にご対応頂いていることに心から感謝申し上げま

す。 

ご案内のように今年に入ってから、世界的に新型コロナウイルスが感染拡大し、多

くの国々でロックダウンが実施され、4月7日には日本においても全国を対象に緊急事

態宣言が発出されました。こうした情勢のもと、あまつさえ少子高齢化が深刻な地域

経済はさらに疲弊し、中小・小規模事業者の事業継続はかつてない苦境に立たされ、

特にコロナ危機での企業倒産による解雇や「派遣切り」、労働条件の引き下げなど、

リーマンショック以来の雇用危機が危惧されています。日本経済も、今年4～6月期の

実質ＧＤＰが前年同期比でマイナス9.9％と急激に落ち込み、ＪＲ各社をはじめ、国

内の交通事業者もいずも感染症の影響で運輸収入が激減し、第1四半期の連結決算は

過去最大の落ち込みとなり、2021年3月期予想ではＪＲ東日本が4,180億円、ＪＲ西日

本が2,400億円の赤字となる見通しとなりました。 

いま大都市圏を中心に新型コロナウイルス感染者数が増減を繰り返していますが、

コロナ禍はしばらくの間、一進一退的な感染動向に左右されざるを得ず、経済活動の

再開を急ぎ過ぎて感染が拡大すれば逆に消費が萎縮し、結局、社会や生活基盤をも揺

るがしかねないというジレンマの状態にあります。 

10 月 1 日からは東京発着の消費喚起策「Ｇｏ Ｔｏキャンペーン」が追加され、入

国制限も大幅に緩和されましたが、中長期的な視野に立った検査や医療体制を強化し

つつ、社会経済活動と感染拡大防止対策の両輪を足並みそろえながら、有効な対策を

講じることが求められています。 

こうした状況のなか、今年 7 月、熊本県を中心に九州各地や岐阜県、長野県など中

部地方や山形県において甚大な被害をもたらした「令和 2 年 7 月豪雨」は、記録的と

もいえる河川の氾濫や土砂災害により、住宅の浸水被害は 1 万 9 千棟を超え、今なお

1 千人以上の住民が避難生活を余儀なくされています。毎年、繰り返される大きな激甚

災害に対して、鉄道事業者の経営体力も限界にきており、新たな法整備や助成金・交

付金の拡充など国としての対応強化が必要不可欠です。  

とりわけ経年劣化によるトンネル・橋梁など鉄道施設の老朽化対策も深刻となって

おり、大規模自然災害に対する防災・減災対策とともに国や自治体が一体となって社

会的インフラ基盤の整備として推し進めていくことが喫緊の課題となっています。 

本年 5 月 27 日に「地域公共交通活性化・再生法改正法」が可決・成立しました。本



 

 

改正では、これまで地方自治体による｢地域公共交通網形成計画｣「地域公共交通網再

編実施計画」の策定がなかなか進まないことや、地域公共交通に対する理解に温度差

があることなどを背景に地方自治体間の連携が取れなかったことへの反省から、地域

公共交通計画の策定を地方自治体に努力義務化されました。 

また、9月25日に貴省が取りまとめた2021 年度予算概算要求および税制改正要望が

公表されましたが、期限切れを迎える「鉄軌道用車両等の動力源に供する軽油の免税

措置」や「低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る固定資産税の特例措置」な

どの延長要望とともに、ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物への支援に係る所要の措置

も盛り込まれました。 

さらに、貴省がコロナウイルス感染拡大の影響で業績が悪化していることから鉄道・

運輸機構を通じてＪＲ北海道、四国、貨物に無利子で貸し付けている支援金について、

今年度分の返済を一年猶予することも明らかにされています。 

私ども国鉄労働組合に対するこれまでの貴職のご理解やご協力に心から感謝を申し

上げるとともに、つきましては、下記要請事項についてご検討を深めていただき、問

題解決に向けてご尽力下さるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、大手・中小を問わず、すべ

ての公共交通事業者の経営がきわめて厳しい状況となっていることから、事業存

続に向けた支援策の創設とそのための予算を確保していただくこと。また、現在、

中小企業・小規模事業者等に固定資産税・都市計画税の減免が行われていますが、

公共交通の維持・確保に向けて、大手事業者とその子会社にも適用されるよう、関

係省庁と連携をはかり、公租公課について特例猶予および減免制度を延長・拡大す

るなど税制改正を含め対策を講じていただくこと。さらに新型コロナウイルス感染

症が収束するまで雇用調整助成金の特例措置を延長していただくこと。 

 

２．ＪＲ北海道及び四国会社は、経営安定基金の運用益に対する鉄道・運輸機構の利

益保証が終了し、全額自主運用を余儀なくされることにより厳しい経営環境にあり

ます。とりわけ国鉄清算事業団債務等処理法は 2020年度で期限切れを迎えますが、

引き続き 2021 年度以降の支援継続のために法改正を行うとともに新たな支援策の

枠組みについて検討いただくこと。国鉄改革のスキームとして整備新幹線建設に伴

い経営分離し、発足した第三セクター会社に対して「貨物調整金」制度が適用され

ていますが、ＪＲ北海道・四国会社に対して、経営動向を踏まえながら、引き続き

必要な法改正も含めて財政負担の軽減など持続可能な恒久的支援策を講じていた

だくこと。 

 

３．ＪＲ九州会社は人口減少や高齢化、マイカーの利用拡大などから、地方交通線では鉄

道の特性を発揮することは困難な現状にあり、自立経営が求められながらも、厳しい経営環境

に置かれていることに変わりはありません。日田彦山線のＢＲＴ復旧が正式合意さ

れましたが、被災線区の鉄道復旧など、今後とも地域住民の足を守るために、持続



 

 

的な地域公共交通ネットワークの構築に向け、すべての関係者による真摯な協議が促

進されるよう、国による強力な指導と支援を行なっていただくとともに、従来の枠を超え

た柔軟な財源確保のための措置を講じていただくこと。 

 

４．トンネルや鉄橋をはじめとした鉄道構造物はすでに 50 年以上を越えている設備が

多く、特にＪＲは旧国鉄からの古い路線や設備を引き継いでおり、適宜修繕を行って

きたものの、今後は順次大規模改修が必要となっています。こうした大規模改修に対

する設備投資は安全投資の根幹ですが、鉄道事業者にとっては相当の経営負担を伴う

ことから、施設の維持・更新、車両も含めた老朽化対策に対して大規模修繕にかか

る税制面を含めた支援を図っていただくこと。さらにこのたび新たに努力義務化さ

れた地域公共交通計画の策定と、地域旅客運送サービス継続事業、地域公共交

通利便増進計画の実施に必要な財政上の支援措置を講じていただくこと。また、

安全・安心な鉄軌道を構築するために、鉄道施設総合安全対策事業費等補助金、

都市鉄道整備事業費補助金、鉄道技術開発費補助金、鉄道整備等基礎調査、踏切

保安設備整備費補助金等の予算を確保し、要件の緩和と補助率を拡充していた

だくこと。  

 

５．ＪＲ各社では、近年、台風や集中豪雨などの自然災害が多発し、多くの鉄道施設

に甚大な被害が発生しています。改正鉄道軌道整備法により災害復旧事業費補助

制度が緩和されましたが、経営基盤が脆弱な地域鉄道の早期復旧につながるよ

う、さらなる補助率の引き上げなど拡充を検討していただくこと。また、鉄道軌

道安全輸送設備等整備事業による老朽化対策や安全対策の強化に向けて予算の

拡充と補助率の引き上げをはかっていただくこと。 さらに、災害発生時におけ

る生活物資輸送などの円滑な流通に向けて、多様な輸送モードの特長を活かした複

合一貫輸送の推進、さらに被災した鉄道の代替輸送や迂回路の確保など鉄道ネット

ワークの維持に向けた取り組みを講じていただくこと。  

 

６．ホームドア・可動式ホーム柵の整備にあたっては、「1 日あたりの利用者が 10 万人

以上の駅」について原則ホームドアを設置するとされていますが、鉄道駅の利用状

況などを勘案しながら設置基準数について見直し、なお一層の設置促進を図るとと

もに地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を引き上げられたい。また、こ

れらの設備の増加は、維持・管理等保有コストの増加につながり、鉄道事業経営

を圧迫することから、補助と税制優遇による支援を拡充していただくこと。ま

た、近年、費用負担について、厳しい財政状況に置かれている地方自治体の負担が 3

分の 1 を下回ることにより、結果的に鉄道事業者がその不足分を負担するという事例も

発生しています。ついては、地方自治体が負担すべき不足分については、国が充当してい

ただくこと。 

 

７．ＪＲ各社に対して、検査体制の充実と必要な対策を講ずるよう指導と支援を行な

っていただくとともに在来線も含めてＡＴＳ装置や異常時列車停止装置、脱線防止

設備など、事故防止関連設備や保安に資する設備の設置に関わる補助制度を充実お



 

 

よび新設していただくこと。また、都市鉄道では相互直通運転区間の延伸により、

些細なトラブルが大規模な輸送障害につながる事例が多く見られることから、

大規模な輸送障害対策のための事業費を拡充されたい。また、2013 年度から環

境省と連携し、鉄軌道事業者における省電力・低炭素化に資する設備の導入を

支援している「エコレールラインプロジェクト事業」について、引き続き継続

し、予算を確保していただくこと。  

 

８．整備新幹線建設に伴う並行在来線については、特に安全対策を重視した鉄道路線

として維持し、貨物輸送の継続など鉄道輸送ネットワークを活かして、地域住民の

生活や物流を確保していただくこと。とりわけ青函トンネルは、北海道～本州間の

旅客輸送はもとより、貨物鉄道の物流ルートとしても極めて重要な役割を果たして

おり、将来にわたって貨物列車の運行本数や列車ダイヤは保障されなければなりま

せん。そのためにも、第三セクターの安定した経営基盤の確立をはかるとともに、

ＪＲ旅客会社とのダイヤ調整問題、ＪＲ貨物の経営が成り立つ仕組みを前提とした

線路使用料の見直しと法的措置を確立していただくこと。 

 

９. 改正物流総合効率化法による支援措置について、鉄道貨物輸送分野における適用

範囲は限られており、鉄道貨物輸送の利用促進をさらに図るために適用範囲の拡充

が求められています。モーダルシフトの一層の促進に向けて、ＪＲ貨物が輸送力増

強策として進めるインフラ整備に対して助成制度の拡充を図るとともに、無利子貸

付融資枠の拡大や税制上の特例措置等を拡充・強化していただくこと。 

 

10．高齢化社会の進行の中で地域の足の確保は不可欠であり、また地域経済にとっても公共

交通の存続は大きな影響を有するものですが、「地方創生」の具現化をめざす国の方針

からしても地方交通線の維持は必要不可欠です。2000 年の鉄道事業法改正以降、路

線の廃止手続きについては「事業者の届け出制」となっていますが、鉄道事業者単

独での路線の維持・存続はきわめて厳しい状況にあることはいうまでもありません。

鉄道事業法の見直しも含めて、沿線自治体や住民の十分な理解を得ることを届け出

の条件とするよう再検討いただくこと。また「地域公共交通確保維持改善事業」に

ついて、地方鉄道の維持・活性化、バリアフリー化、ＬＲＴの導入等の幅広い施策

を含めた補助制度として拡充を図っていただくこと。 

 

 

以  上 

 


